
 

大学図書館コンソーシアム連合２０２１年度会費減額規程 
 

２０２１（令和 3）年３月 17 日 
制 定 

 
第１条 「大学図書館コンソーシアム連合会費規程」の第２条で定められた会費額を時限的
に減額し，2021 年度の会費額を次のとおりとする。 

 
区分 構成員数 会費額（年額） 
Ａ 5,001 人以上 60,000 円 
Ｂ 1,001 人～5,000 人 40,000 円 
Ｃ 1 人～1,000 人 20,000 円 

 
附則 
この規程は，2021（令和３）年 4 月 1 日から施行し，2022（令和 4）年 3 月 31 日に廃止す
る。 


